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は じ め に 

 

地域団体商標制度を導入するための「商標法の一部を改正する法律」（平成１７年法

律第５６号）が平成１７年６月１５日に公布され、平成１８年４月１日より施行される

ことに伴い、同日より地域団体商標登録出願の受付を開始します。 

これにより地域の名称と商品（役務）の名称からなる商標について、一定の範囲で周

知となった場合には、事業協同組合や農業協同組合等の団体が地域団体商標として商標

登録を受けることが可能になります。 

特許庁では、地域団体商標の商標登録出願に関する審査を適正かつ統一的に行うため、

「商標審査基準」を改訂しました。 

本テキストは、上記審査基準に基づく審査実務の運用を説明するものです。 
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